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　　主要予算総括表
［予算総括表］

（単位：億円）

２ ３ 年 度 ２ ４ 年 度

予  算  額 概算決定額

 一般会計

 　非公共事業 1,058 913 86.3%

 　公共事業 2,561 2,339 91.3%

農林水産基盤整備事業 2,447 2,226 90.9%

農業農村整備事業 2,129 2,129 100.0%
 

農山漁村地域整備交付金 318 96 30.3%

海岸事業 33 32 97.7%
 

災害復旧事業等 82 82 100.0%

 

3,619 3,252 89.9%

(注) １  計数整理の結果、異動を生ずることがある。

２ 　上記計数には、地域自主戦略交付金、沖縄振興一括交付金（仮称）及び東日本大震災復興交付金

への拠出額は含まず、非公共事業には、鳥獣被害防止総合対策交付金他の生産局分は含まない。

 また、農山漁村地域整備交付金は、林野庁及び水産庁分を含む農林水産省の全体の額である。

３  上記のほか、地域再生基盤強化交付金措置額を内閣府に計上している。

４  計数は四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

５ 　上記の他、諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門への対応に係る経費については、別途４８．４億円を計上。

６  復旧・復興対策については、別途整理。

平成２４年度　農村振興局関係予算概算決定の概要

事　　　　　　　項 対前年度比 備　　考

 農村振興局予算総額
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　［農村振興局　非公共予算総括表］（一般会計）
　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　主な事項

中山間地域等直接支払交付金（拡充） 26,998 25,917 96.0

421 226 53.7

食と地域の交流促進対策交付金 1,703 1,364 80.1

農山漁村ふるさと応援推進事業（新規） － 40 皆増

農地・水保全管理支払交付金（新規） 21,159 24,695 116.7

農家負担金軽減支援対策事業（拡充） 8,864 7,982 90.0

(8,478)
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 18,357 4,075 22.2

－ 692 皆増

有明海再生関係事業（拡充） 700 700 100.0

農業体質強化基盤整備促進事業（新規） － 22,000 皆増

戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業（廃止） 22,000 0 －

105,782 91,278 86.3

（注）１ 　計数整理の結果、異動を生ずることがある。
２ 　農山漁村活性化プロジェクト支援交付金において、上段（）書きは、地域自主戦略交付金及び沖縄振興一括交

付金（仮称）への拠出額を含む金額である。
３  上記計数には、鳥獣被害防止総合対策交付金他の生産局分は含まない。
４  上記の他、諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門への対応に係る経費については、別途４８．４億円を計上。
５  復旧・復興対策については、別途整理。

対前年度
比（％）

小水力等農村地域資源利活用促進事業（新規）

合　　　　　　　　　　　　　計

事　　　　　　　　　　　　　項
２ ３ 年 度
予 算 額

備　　考

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

２ ４ 年 度
概算決定額
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（単位：億円、％）

Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

対前年度比

農業農村整備事業 2,129         2,129         100.0          

１．農業水利施設の保全・管理 1,454         1,440         99.1            

（１） 国営かんがい排水 1,134         1,162         102.5          

（２） 水資源開発 55             55             100.0          

（３） 土地改良施設管理 154           148           95.7            

（４） その他 111           76             68.6            

２．食料自給率の向上に資する基盤整備 449           438           97.6            

（１） 農用地再編整備 87             88             101.8          

（２） 戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業 330           326           98.5            

うち戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業 262           253           96.6            

うち特定地域振興生産基盤整備事業 68             72             105.9          

（３） 特定中山間保全等整備 32             24             76.3            

３．農地の防災保全 227           251           110.8          

（１） 国営総合農地防災 170           167           98.7            

（２） 直轄地すべり 19             17             89.5            

（３） 地すべり対策 28             29             102.7          

（４） 公害防除特別土地改良事業 10             5               51.2            

（５） 震災対策農業水利施設整備事業 -               24             皆増

(６) その他 -               9               皆増

注） 計数は四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

復旧・復興対策については、別途整理。

農業農村整備事業　平成２４年度概算決定の概要　（国費）

事　　項
予　算　額 概算決定
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（単位：億円）

平成23年度
当初予算

平成24年度
概算決定

対前年度比

2,129         2,129         100%

47             62             130%

220           220           100%

復興枠 -               280           皆増

2,397         2,691         112%

平成23年度
当初予算

平成24年度
概算決定

対前年度比

(299) (94%)

318           96             30%

※計数は四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

※農山漁村地域整備交付金において、上段（）書きは、地域自主戦略交付金及び沖縄振興一括交付
金（仮称）への拠出額を含む金額である。

農業農村整備対策予算の概要

農業農村整備事業

農地・水保全管理支払交付金
（向上活動支援交付金（長寿命化対策））

農業体質強化基盤整備促進事業
（H23は戦略作物生産拡大関連基盤緊急
整備事業）

計

※上記のほか、地域自主戦略交付金、沖縄振興一括交付金（仮称）及び地域再生基盤強化交付金を
内閣府に計上。

農山漁村地域整備交付金

※復興枠は、農業農村整備事業、農山漁村地域整備交付金、農地・水保全管理支払交付金(復旧活
動支援交付金)及び農業体質強化基盤整備促進事業の予算額(復興庁計上分を含む）。
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平成 24 年度国営事業 事業着手地区（概算決定） 
 
 

区分 地区数 地区名 
（農林水産省） 

 かんがい排水 

 

 

 

 
 総合農地防災 
 
 
（北海道） 

 かんがい排水 

 

 
 農用地再編整備 
 
 

 
  ３ 

 

 

 

 
  １ 
 
 
 
  １ 

 

 
  ２ 
 
 

平川
ひらかわ

二期
に き

（青森県） 

横手
よ こ て

西部
せ い ぶ

（一期）（秋田県） 

加治川
か じ か わ

用水
ようすい

（一期）（新潟県） 
 

 
筑後
ち く ご

川
がわ

下流
かりゅう

右岸
う が ん

（一期）（佐賀県） 
 
 
 

別海
べつかい

北部
ほ く ぶ

（一期） 
 

 
美唄
び ば い

茶
ちゃ

志内
し な い

 

東宗谷
ひがしそうや
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平成24年度国営事業 国営施設機能保全・特別監視制度着手地区（概算決定） 

 
 

区分 地区数 地区名 
（農林水産省） 

 かんがい排水 

 

 

 
（北海道） 

 かんがい排水 

 

 

 

 
 

 
  ３ 

 

 

 

 
  ５ 
 
 
 
 
 
  

笛吹
ふえふき

川沿
がわえん

岸
がん

（山梨県）【国営施設機能保全】 

伊那
い な

西部
せ い ぶ

（長野県）【国営施設機能保全】 

中勢
ちゅうせい

用水
ようすい

（三重県）【国営施設機能保全】 
 
 

士幌
し ほ ろ

西部
せ い ぶ

【特別監視制度】 

富
とみ

秋
あき

士幌
し ほ ろ

川
がわ

下流
かりゅう

【特別監視制度】 
フモンケ【特別監視制度】 

更
さら

岸
きし

【特別監視制度】 

風
ふう

連
れん

【国営施設機能保全】 
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平成 24 年度国営事業 全体実施設計移行地区・調査着手地区（概算決定） 

 
区分 地区数 地区名 

全体実施設計移行地区 

（農林水産省） 
 かんがい排水 
 
 
 
 
 総合農地防災 
 
（北海道） 
 かんがい排水  
 
（沖縄） 
 かんがい排水 
 
調査着手地区 

（農林水産省） 
 かんがい排水 
 
 
 
 
 
 

 農用地再編整備 
 
 
（北海道） 
 かんがい排水  
 
 農用地再編整備 
 
 
 
 
 総合農地防災 
 
（沖縄） 
 かんがい排水 
 

 
 
  ３ 
 
 
 
 
  １ 
 
 
  １ 
 
 
  １ 
 

 

  ４ 
 
 
 
 
 
  ２ 
 
 
 
  １ 
 
  ３ 
 
 
 
 
  １ 
 
 
  １ 
 

 

和賀
わ が

中央
ちゅうおう

（岩手県） 

新川
しんかわ

流域
りゅういき

二期
に き

（新潟県） 

東播
とうばん

用水
ようすい

二期
に き

（兵庫県） 
 

矢作
や は ぎ

川
がわ

総合
そうごう

第二期
だ い に き

（愛知県） 
 
 

当麻
と う ま

永山
ながやま

用水
ようすい

 
 
 

石垣
いしがき

島
じま

 
 
 
 

豊沢
とよさわ

川
がわ

（岩手県） 

栃木
と ち ぎ

南部
な ん ぶ

（栃木県） 

信濃
し な の

川
がわ

左岸
さ が ん

流域
りゅういき

（新潟県） 

手取
て ど り

川
がわ

流域
りゅういき

（石川県） 
 

茨城
いばらき

中部
ちゅうぶ

（茨城県） 

亀岡
かめおか

中部
ちゅうぶ

（京都府） 

 
帯広
おびひろ

かわにし 
 

愛別
あいべつ

 

大雪
たいせつ

東川
ひがしかわ

 

雄武
お う む

丘 陵
きゅうりょう

 
 

勇
ゆう

知
ち

 
 
 

多良間
た ら ま
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農業体質強化基盤整備促進事業
【２２，０００（０）百万円】

対策のポイント
畦畔除去等による区画拡大や暗渠排水等の農地の整備、老朽施設の更新等

の農業水利施設の整備をきめ細かく実施します。

＜背景／課題＞

・食と農林漁業の再生推進本部で決定された「我が国の食と農林漁業の再生のための基

本方針・行動計画」において、農地集積の加速化や農業の高付加価値化等によって、

我が国農業の体質を強化することを目指しています。

・このためには、農業者が経営規模の拡大や農作物の高付加価値化・品質向上等に取り

組む上で支障となる農地の区画狭小・排水不良や農業用水の不足等の農業基盤の課題

について、迅速かつきめ細かく対応していく必要があります。

政策目標

○土地利用型農業について、平地で20～30ha、中山間地域で10～

20haの規模の経営体が大宗を占める構造を目指す（平成28年度）

＜主な内容＞

１．きめ細かな基盤整備による農業の体質強化

すでに農地の区画が整備されている地域等において農地・農業水利施設の整備を

きめ細かく実施し、経営規模の拡大や戦略作物・地域振興作物の生産を促進します。

① 畦畔除去等による区画拡大や暗渠排水等の農地の整備

② 老朽施設の更新、用排水機の増設等の農業水利施設の整備

２．整備済み農地の高度利用を迅速・安価に推進するための定額助成の導入

自力施工等による農地区画の拡大や暗渠管設置といった簡易な二次的整備を定額

助成によって促進します。

・簡易な区画拡大：10万円/10a（水路の管水路化を伴う場合20万円/10a）

・標準的な暗渠排水（本暗渠管の間隔10m以下）：15万円/10a

補助率：定額、１／２等

事業実施主体：都道府県、市町村、農業者等の組織する団体（土地改良区等）

［お問い合わせ先：農村振興局農地資源課 （０３－６７４４－２２０８（直））］
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農業体質強化基盤整備促進事業

事業内容等

事業内容

１．きめ細かな基盤整備による農業の体質強化
すでに農地の区画が整備されている地域等において農地・農業水利施設の整備をきめ細かく実施し、経営規模の拡大や戦

略作物・地域振興作物の生産を促進
① 畦畔除去等による区画拡大や暗渠排水等の農地の整備
② 老朽施設の更新、用排水機の増設等の農業水利施設の整備

２．整備済み農地の高度利用を迅速・安価に推進するための定額助成の導入
自力施工等による農地区画の拡大や暗渠管設置といった簡易な二次的整備を定額助成によって促進
・簡易な区画拡大：10万円/10a（水路の管水路化を伴う場合20万円/10a）
・標準的な暗渠排水（本暗渠管の間隔10m以下）：15万円/10a

事業主体

都道府県、市町村、農業者等の組織する団体（土地改良区等）

補助率

定額、１／２等

平成22年度 農業者戸別所得補償モデル対策

農業体質強化基盤整備促進事業の創設

平成23年度 農業者戸別所得補償制度 本格実施
（政策目標：32年度迄に戦略作物作付面積を65万ha拡大）

背景

平成23年10月 「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」決定
（食と農林漁業の再生推進本部）

○平地で20～30ha、中山間地域で10～20haの規模の経営体を育成するため、
ほ場の大区画化等により農地集積を加速化

○農業の高付加価値化に向けた農業・農村の６次産業化の促進

個々の経営体は自ら生産数量目標
を定めて営農を展開

経営規模の拡大や集落営農の組織
化・法人化が進展

不作付地を活用した新規需要米の
生産志向が拡大

営農上の個別課題にきめ細かに対
応する必要

経営規模・営農体系に見合った農地
の大区画化・汎用化が必要

用水需要の増大に即した水利施設
整備が必要

【本格実施に伴う状況変化等】

【２２，０００（０）百万円】
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農地・水保全管理支払交付金
【２４，６９５(２１，１５９）百万円】

上記のほか復旧・復興対策分６２９百万円
うち復興庁計上分６２９百万円

対策のポイント
・ 共同活動への支援については、集落を支える体制の強化や仕組みの簡素
化を図り、平成24年度～28年度までの対策として継続します。

・ 広域で地域資源の保全管理を行うなどの多様な体制を整備しつつ、老朽
化が進む水路等の長寿命化の取組や水質・土壌等の高度な保全活動を取組の
内容に応じて、追加的に支援します。

＜背景／課題＞
・食と農林漁業の再生推進本部で決定された「我が国の食と農林漁業の再生のための基

本方針・行動計画」において、「農地・農業用水等の資源や土地改良施設の保全管理
・整備について見直し、施設の長寿命化等を図る。また、保全管理等を円滑に実施す
るため、ＮＰＯ等の活用を含め、集落を支える広域的な保全管理体制を構築する。」
とされたところです。

・このため、平成19年度から実施してきた農地・水・環境保全向上対策（平成23年度か
ら農地・水保全管理支払交付金）を見直し、東日本大震災によって再認識されたリス
ク管理の観点も踏まえ、施設の老朽化等への幅広い対応や集落のコミュニティ機能向
上のため、地域に根ざした活動組織を核とした、地域主体の保全管理等の取組の強化
・拡大を図る必要があります。

政策目標
地域の共同活動により機能維持してきた農業用施設(農業用用排水路

28万km、農道17万km)について、広域で地域資源の保全管理を行うな
どの多様な体制を整備しつつ長寿命化し、安定した食料供給に貢献

＜主な内容＞
１．地域共同による農地・農業用水等の資源の基礎的な保全管理活動への支援

農地・農業用水等の資源について、活動組織や体制強化された組織が行う、水路
の草刈り、泥上げ、農道の砂利補充などの農地、水路等の資源の日常の管理と、水
質保全、生態系保全などの農村環境の向上のための活動を支援します。

共同活動支援交付金 １７，４８７（１５，３７３）百万円
補助率：定額（注）

事業実施主体：地域協議会 等
（注）基本単価：都府県の水田4,400円/10a 等

継続地区の単価：基本単価の7.5割を上限

２．施設の長寿命化のための活動や高度な農地・水の保全活動等への支援
農業用用排水路等の長寿命化のための補修･更新、水質や土壌等の高度な保全活動

を行う集落を支援するとともに、広域での取組を強化する活動組織等を支援します。
また、東日本大震災等の被災地における施設の復旧の取組を支援します。

向上活動支援交付金 ６，１７５（４，７４０）百万円
復旧活動支援交付金【復旧・復興対策】 ６１７百万円

補助率：定額（単価：都府県の水田4,400円/10a(うち国の支援額2,200円/10a)等）
事業実施主体：農業者等の組織する団体 等

３．農地・水保全管理支払の推進
農地・水保全管理支払の定着に向けて、現場における事業の推進や履行確認など、

地方公共団体等による集落への支援体制を構築します。
農地・水保全管理支払推進交付金 １，０３３（１，０４６）百万円

【上記のほか復旧・復興対策】 １３百万円
補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、地域協議会

［お問い合わせ先：農村振興局農地資源課 （０３－６７４４－２４４７（直））]
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農地・農業用水等の資源の保全管理をめぐる現状と課題

農地・水保全管理支払交付金

農地・水保全管理支払交付金

【２４，６９５(２１，１５９）百万円】

○ 共同活動支援については、過疎化・高齢化等の進行を踏まえ、集落を支える体
制の強化や仕組みの簡素化を図り、平成24年度～28年度までの対策として継続。

○ 水路等の長寿命化の取組や高度な農地・水の保全活動を追加的に支援。

○ 本対策は、全国２万組織、143万haで取り組まれ、農地・農業用施設等の保全や
地域環境の保全・向上、地域コミュニティの活性化などに効果を発揮。

○ 一方、過疎化・高齢化等が進む地域を中心として、リーダーの確保や多様な主体
の参画が困難な地域も存在。

○ 共同活動への支援を継続し、地域主体の保全管理等の取組の強化・拡大が必要。

・ 都道府県、市町村及び地域協議会による事業の円滑な推進

共同活動支援交付金
１７，４８７（１５，３７３）百万円

向上活動支援交付金
６，１７５（ ４，７４０ ）百万円

水路の泥上げ
（日常の管理）

水路の補修
（施設の長寿命化）

農道脇への花の植裁
（農村環境の向上）

併せて

グリーンベルトの設置
（高度な土壌保全）

・ 多様な主体が参画し、市町村と協
定を締結した組織等が支援対象

・ 地域共同で行う農地・水路等の資

源の日常の管理と農村環境の向上
のための活動への支援を、仕組み
を簡素化して継続

復旧活動支援交付金【復旧・復興対策】
６１７百万円

・ 東日本大震災等の被災地域における
水路等施設の復旧の取組を支援

（単価：県の水田 4,400円/10a 等）

併せて

・ 東日本大震災等の被災地域におい
ては、活動要件の緩和の特例措置

・ 水路等施設の長寿命化に取り組む
活動組織について、引き続き支援

（単価：都府県の水田 4,400円/10a 等）

・ 水質、土壌、地域環境の保全等に
資する高度な取組に対し、加算措置

○ 基本単価：都府県の水田 4,400円/10a 等
○ 継続地区の単価：基本単価の7.5割を上限

単価：取組内容に応じ1,000円/10a、
2,000円/10a 等

・ 広域での取組を強化する活動組織等を支援 （単価：40万円/組織 等）

集落を支える体制の強化

【復旧・復興対策】１３百万円
農地・水保全管理支払推進交付金１，０３３ （１，０４６）百万円

上記のほか復旧・復興対策分 ６２９百万円
うち復興庁計上分 ６２９百万円
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食と地域の交流促進対策交付金
【１，３６４（１，７０３）百万円】

対策のポイント
食を始めとする豊かな地域資源を活かし、集落ぐるみの都市農村交流等を促

進する取組を、国が直接支援します。

＜背景／課題＞

・食と農林漁業の再生推進本部で決定された「我が国の食と農林漁業の再生のための基

本方針・行動計画」において、消費者との絆の強化を図るために、地域の力が総合的

に発揮されるよう、都市住民のライフスタイルを変える市民農園やグリーン・ツーリ

ズムの活用等を推進するとされたところです。

・このため、グリーンツーリズムなど、食を始めとする豊かな地域資源を活かし、創意

工夫に富んだ集落ぐるみの都市農村交流等を促進することが重要であり、こうした多

様な取組を推進し、農林漁業者の所得向上と集落の維持・再生を図る必要があります。

政策目標
約４５０億円規模の集落型の経済活動を創出（平成27年度）

＜主な内容＞

１．食と地域の交流促進集落活性化対策
「子ども農山漁村交流プロジェクト」、グリーン･ツーリズムなど、食を始めとす

る豊かな地域資源を活かし、農山漁村を教育、観光などの場として活用する、集落

ぐるみの多様な都市農村交流等を促進する取組を支援するため、その推進体制の整

備や実践活動などに必要な経費を国が集落等に直接交付します。

補助率：定額（１地区当たり上限220万円）

事業実施主体：集落等

（子ども農山漁村交流プロジェクトとは）

農林水産省、総務省、文部科学省が連携して、全国の小学生が農山漁村で長期宿泊体験を行

う活動を推進している取組です。

２．食と地域の交流促進支援対策
個々の集落では対応できない専門的･技術的課題を調査研究し、その成果を全国

各地域の都市農村交流等の取組拡大につなげる民間団体の活動を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

３．都市農業振興整備対策
都市農業の機能や効果が十分発揮できるよう、都市住民の理解を促進しつつ都市

農業を振興するために必要な市民農園の整備等を支援します。

補助率：定額（１／２相当）

事業実施主体：民間団体、市町村

［お問い合わせ先：農村振興局都市農村交流課（０３－３５０２－００３０（直））］
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農山漁村ふるさと応援推進事業
【４０（０）百万円】

対策のポイント
都市住民、企業、ＮＰＯ等国民各層が農林水産業の生産活動や農山漁村集

落の共同活動等を支援する取組を促進するための、ボランティア活動に係る

農山漁村のニーズと参加希望者のマッチングを実施します。

＜背景／課題＞

・ 食と農林漁業の再生推進本部で決定された「我が国の食と農林漁業の再生のための

基本方針・行動計画」において、消費者との絆の強化を図るために、地域の力が総合

的に発揮されるよう、企業や消費者が農林漁業を支援する仕組みの導入を推進すると

されたところです。

・ このため、都市住民、企業、ＮＰＯ等国民各層が農山漁村において農林水産業の生

産活動や農山漁村集落の共同活動等を支援する取組を促進することが重要であり、都

市と農山漁村の交流等による農山漁村の活性化を図っていく必要があります。

政策目標

ボランティア活動等による都市農村交流人口の増大

＜主な内容＞

都市住民、企業、ＮＰＯ等国民各層が農山漁村を応援する取組を促進するため、農山漁

村のボランティアニーズとボランティア参加希望者のニーズのマッチングに係る以

下の活動を支援します。

① ボランティアニーズの調査及び活動内容等の調整

各地方ブロックごとにボランティアコーディネーターを配置し、農山漁村におけ

る多様なボランティアニーズの調査及びボランティア活動内容等の調整を実施。

② ポータルサイトの運営

インターネット・ポータルサイトを活用し、農山漁村を応援するボランティア活

動に関する普及・啓発及びマッチングを実施。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：農村振興局都市農村交流課（０３－３５０２－００３０（直））］
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再
生
や
作
付

・
鳥

獣
被

害
防
止
柵
の
設
置

・
里

山
の

保
全

・
地

域
清

掃
活
動

■
都
市
と
農
山
漁
村
の
交
流
活
動

高 齢 者 か ら 子 ど も ま で の 多 様 な 年 齢 層 が 住 み 続 け る 活 力 あ る

農 山 漁 村 づ く り と 国 民 各 層 の 理 解 ・ 参 画 ・ 支 援

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 等 に よ る 都 市 農 村 交 流 人 口 の 増 大

背
景

と
課

題

農
林

漁
業
に
対
す
る

国
民

の
関
心
の
高
ま

り過
疎
化

農
林
漁
業
の
生
産

活
動
が
困
難高

齢
化

集
落
機
能
の
低
下

農
山
漁
村
の
集
落

共
同
活
動
が
困
難

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の

活
力

低
下

ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動

や
企

業
の
社
会
貢
献

の
重

要
性
の
再
認
識

都
市
住
民

企
業

Ｎ
Ｐ
Ｏ

農
業

団
体

経
済

団
体

公
務

員

労
働
団

体
大

学

国
民
各
層

な
ど
多
様
な
主
体
の
参
画

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
内
容
の
調
査
・
調
整

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
関
す
る
普
及
・
啓
発

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
希
望
者
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
運
営

交 流 の 活 発 化 と

定 住 の 促 進

都 市 住 民 や Ｎ Ｐ Ｏ の

参 画 に よ る 活 性 化

生 活 困 難 地 域 に お け る

基 礎 的 生 活 条 件 の 確 保

企 業 の 社 会 貢 献

活 動 の 増 進

農
山

漁
村

を
応

援
す
る
国

民
各

層
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
促

進

農
山

漁
村

都
市

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ニ
ー
ズ
の

調
査

・
調

整

都
市

住
民

・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

参
画

都
市
と
農
山
漁
村
の

協
働
・
連
携

○
○
大
学

○
○
商
事

企
業

等
の

取
組

農
山

漁
村

ふ
る
さ
と
応

援
推

進
事

業
人

口
減

少
等

の
進

行
や

集
落

機
能

の
低

下
が

危
惧

さ
れ

る
農

山
漁

村
に
お
い
て
、
都

市
住

民
、
企

業
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

国
民

各
層

が
農

林
水

産
業

の
生

産
活

動
や

集
落

の
共

同
活

動
を
支

援
す
る
取

組
を
促

進
す
る
た
め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
に
係

る
農

山
漁

村
の

ニ
ー
ズ
と
参

加
希

望
者

の
マ
ッ
チ

ン
グ
を
実

施
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中山間地域等直接支払交付金
【２５，９１７(２６，９９８)百万円】

対策のポイント
高齢化により耕作放棄地の増加等が懸念されている中山間地域等において、

農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するため、直接支払いを実

施します。

＜背景／課題＞

・中山間地域等直接支払制度は、高齢化に配慮した、より取り組みやすい制度として見

直した上で、第３期対策（平成22年度～平成26年度）として実施しているところです。

・本制度については、「我が国の食と農林漁業再生のための基本方針・行動計画」を地

域で進める上で、条件不利地域における戸別所得補償制度の適切な補完となるよう、

また、中山間地域の力が総合的に発揮されることとなるよう、適切な推進を図る必要

があります。

・一方、東日本大震災の発生に伴い、海水の湛水やガレキ・ヘドロの堆積等の影響によ

り作付再開後相当程度の収量が低下するなどの生産条件が不利となった農用地が生じ

た場合、支援の対象とする必要があります。

政策目標

耕作放棄地の発生を防止し、対策期間（平成22年度～平成26年

度）において、中山間地域等の農用地7.7万haの減少を防止

＜主な内容＞

１．中山間地域等直接支払交付金 ２５，５４４（２６，６２５）百万円
中山間地域等において、地目や傾斜等の条件に応じた単価の交付金を、協定に基

づき農業生産活動を継続して行う農業者等に農用地面積に応じて交付します。

また、東日本大震災により生産条件が不利となった農用地についても対象となる

よう、現行の対象地域に被災地域を追加します。

補助率：定額（田(急傾斜):21,000円/10a、畑(急傾斜)11,500円/10a 等）

事業実施主体：地方公共団体

２．中山間地域等直接支払推進交付金 ３７３（３７３）百万円
都道府県及び市町村が行う直接支払いの適正かつ円滑な実施を確保します。

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体

［お問い合わせ先：農村振興局中山間地域振興課 （０３－３５０１－８３５９（直））］
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規模拡大加算、土地利用調整加算

小規模・高齢化集落支援加算
法人設立加算

中山間地域等直接支払制度の内容（平成２２～２６年度）

⑤積算気温が低く、草地比率の高い草地

【 対象地域 】

地域振興８法指定地域及び知事が定める特認地域
地域振興８法：特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、沖縄振興法

奄美群島法及び小笠原諸島法

【対象農用地】
下記基準に該当する農振農用地内の１ha以上の一団の農用地

中山間地域等直接支払制度の概要

加算措置

※１ ③と④の対象農用地は緩傾斜地の単価
２ 体制整備として取り組む農業生産活動
等を実施しない場合、交付単価は８割

地目 区分 交付単価

急傾斜 21,000

緩傾斜 8,000

急傾斜 11,500

緩傾斜 3,500

急傾斜 10,500

緩傾斜 3,000

草地比率の高い草地 1,500

急傾斜 1,000

緩傾斜 300

田

畑

草地

採草放牧地

①急傾斜地

10m

0.5m

10m

2.7m

水田
（ 傾斜：1/20 ）

畑、草地、採草放牧地
（ 傾斜：15° ）

②緩傾斜地

③小区画・不整形な田

④高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農地

10m

0.1m

10m

1.4m

水田
（ 傾斜1/100 ）

畑、草地、採草放牧地
（ 傾斜：8° ）

【２５，９１７（２６，９９８）百万円】

中山間地域等直接支払制度については、高齢化に配慮した、より取り組み
やすい制度に見直した上で、第３期対策（H22～H26）を実施しているところ

⑥傾斜地と同等の条件不利性を有する特認農用地

・東日本大震災により生産条件が不利となった農
用地（H24拡充）
※東日本大震災復興特別区域法に基づく復興特別区域に限る。

・離島の平地等（H23拡充）
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農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
【４，０７５(１８，３５７）百万円】

上記のほか復旧・復興対策分２，７０３百万円
うち復興庁計上分１３百万円

対策のポイント
農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成した定住・交流促進のための活

性化計画の実現に必要な施設整備を中心とした総合的取組みを支援します。

＜背景／課題＞
・食と農林漁業の再生推進本部で決定された「我が国の食と農林漁業の再生のための基

本方針・行動計画」では、農山漁村の高齢化や人口減少に伴う活力低下等、厳しい状
況を踏まえ、６次産業化等による農林漁業の高付加価値化や、消費者との絆の強化等
を推進することにより、農林漁業の競争力・体質強化を図ることとされています。

・６次産業化や消費者との絆の強化等による農山漁村の活性化を推進するためには、農
林漁業者等のニーズを踏まえて、地域の創意工夫と主体的な取組によるきめ細やかな
条件整備への支援が必要であり、また、農山漁村・農林漁業の有する多面的機能を活
用し、都市と農村の交流を推進することが必要です。

・東日本大震災を教訓として、安心・安全な農山漁村への定住及び交流等の促進を図る
ため、災害により人命に多大な影響を及ぼすおそれのある施設については、施設の整
備、補強、機能強化等に対する支援が必要です。

政策目標
○生産された地域産物や地域資源の活用、販路拡大に係る取組を新たに創出
（平成23～27年度の５年間で250グループ）

○全国の市町村の過半（1,000以上）で定住、交流に資する農山漁村の活性化
を促進（平成27年度）

○農山漁村への定住・交流等の促進に資する安心･安全な農山漁村地域づくり
の推進

＜主な内容＞
１．農山漁村活性化のための施設整備への支援
（１）生産基盤及び施設の整備

定住等の促進に資する農林漁業の振興を図るための農業用用排水施設等の生産基
盤及び農林水産物処理加工施設等の生産施設等の整備を支援します。

（２）定住環境の整備
定住等を促進するための集落における簡易給排水施設等の生活環境施設の整備を

支援します。
（３）地域間交流の促進

地域間交流の拠点となる地域資源活用総合交流促進施設、自然環境等活用交流学
習施設等の整備を支援します。

４，０７５（１８，３５７）百万円
補助率：定額（定額、１／２等）

事業実施主体：都道府県、市町村、農林漁業者等の組織する団体 等

２．東日本大震災農山漁村活性化施設復興等整備【復旧・復興対策】
＜活性化施設等に係る被災防止等対策＞

農山漁村における生産施設、地域間交流拠点施設等について、災害により人命に多
大な影響を及ぼすおそれのある施設の整備、補強、機能強化等の実施に対して支援し
ます。

２，７０３百万円
補助率：定額（１／２等）

事業実施主体：都道府県、市町村、農林漁業者等の組織する団体 等

［お問い合わせ先：農村振興局農村整備官 （０３－３５０１－０８１４（直））］
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○
農
・
林
・
水
の
縦
割
り
な
く
、
施
設
を
一
気
に
整
備

○
窓

口
の

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化

○
対
象
施
設
間
の
経
費
の
弾
力
的
運
用
、
年
度
間
の

融
通
可
能

○
地

域
が

提
案

す
る
メ
ニ
ュ
ー
も
支

援

○
都
道
府
県
又
は
市
町
村
へ
の
助
成

（
農
林
漁
業
者
等
の
組
織
す
る
団
体
等
へ
は
間
接
助
成
）

○
法
律
上
の
事
業
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
施
設
用
地
の

確
保

、
市

民
農

園
の

開
設

等
の

手
続

が
簡

素
化

特
徴

定
住
や
二
地
域
間
居
住
、
都
市
と
の
地
域
間
交
流
を
促
進

す
る
こ
と
に
よ
り
農
山
漁
村
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

地
域

の
創

意
工

夫
に
よ
る
取

組
を
総

合
的

か
つ
機

動
的

に
支
援
し
ま
す
。

農
山

漁
村

活
性

化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支

援
交

付
金

１
．
生

産
基

盤
及

び
施

設
の

整
備

２
．
定

住
環

境
の

整
備

３
．
地
域
間
交
流
の
促
進

な
ど

整
備

内
容

二
地

域
間

居
住

を
推

進

滞
在
型
市
民
農
園
の
整

備
や
集
落
道
等
生
活
環
境

整
備

を
行

い
、
二

地
域
間

居
住

を
推

進
。

地
場

産
品

を
活

用
し
て
雇

用
創

出

ブ
ラ
ン
ド
農
産
物
栽
培
の

た
め
の

基
盤

整
備

や
加
工

施
設

等
の

整
備

を
行
い
、
地

場
産

品
を
活

用
し
た
雇

用
を

創
出
。

農
林

漁
業

振
興

と
定

住
促

進

農
業

生
産

基
盤

の
整

備
や

生
活

環
境

の
整

備
に
よ
り
、
農

山
漁

村
の

良
好

な
定

住
環

境
を
確

保
。

都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
各
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て

活
性

化
計

画
（
各

地
域

そ
れ

ぞ
れ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
を
作

成
し
、
そ
れ

を
実

現
す
る
た

め
に
交
付
金
を
活
用
で
き
ま
す
。

交
付

金
を
活

用
し
た
計

画
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
の

例

豊
か

な
自

然
を
活

用
し
た
交

流

農
地

・
山

林
・
海

岸
を
巡
る
散

策
道
な
ど
農
山
漁
村
の
豊
か
な

自
然

を
ま
る
ご
と
活
用

し
、
交
流

人
口

の
増

大
を
推

進
。

ＩＪ
Ｕ
タ
ー
ン
を
推

進

簡
易

給
水

施
設

等
の

生
活

環
境

の
整

備
や

、
農

林
水
産

業
へ

の
就

業
機

会
の

確
保

に
よ
り
、
農

山
漁

村
へ

の
IJ

U
タ
ー
ン
を
推
進
。

農
林

水
産

省
計
画

主
体

（
都

道
府

県
・
市

町
村

）

事
業
実
施
主
体

（
都
道
府
県
、
市
町
村
、
農
業
協
同
組
合
、
土
地
改
良
区
、
漁
業
協
同
組
合
、

森
林
組
合
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
農
林
漁
業
者
等
の
組
織
す
る
団
体
等
）

【
４
，
０
７
５

(１
８
，
３
５
７
）
百

万
円

】

各
地

域
が

実
施

す
る
施

設
整

備
を
中

心
と
し
た
事

業
に
対

し
、

事
業

費
の

１
／

２
等

の
交

付
率

で
、
交

付
金

を
交

付
し
ま
す
。

日
頃
か
ら
地
域
住
民
等
が
活

用
す
る
地

域
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施

設
等

の
整

備
、
機

能
強

化
等

に
よ
り
、
安

心
・
安

全
な
農

山
漁
村

へ
の

定
住

・
交

流
を
図

る
。

東
日

本
大

震
災

か
ら
の

復
興

上
記

の
ほ

か
復

旧
・
復

興
対

策
分

２
，
７
０
３
百

万
円

う
ち
復

興
庁

計
上

分
１
３
百

万
円
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耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
【［所要額］２，７２６(２，６２８）百万円】

対策のポイント
荒廃した耕作放棄地を再生利用する農業者等の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・農地は食料安定供給にとって不可欠な資源ですが、農業者の高齢化の進行等により耕

作放棄地が年々増加しています。

・このため、食料・農業・農村基本計画において平成32年の農地面積を461万haと見込

み、その実現を図るため、戸別所得補償制度による農業経営を継続できる環境整備や

農地制度の適切な運用とともに、荒廃した耕作放棄地を再生利用する取組を地方公共

団体、農業団体等が一丸となって進めているところです。

・このような状況の中で、食と農林漁業の再生推進本部で決定された「我が国の食と農

林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に基づき、担い手への農地の利用集積を

加速化するため、経営規模の拡大に向けた取組の推進に資する耕作放棄地の再生利用

を支援することが求められています。

政策目標

農用地区域を中心として、年間約６千haの荒廃した耕作放棄地

を解消

＜主な内容＞

荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者、農業者組織、農業参入

法人等が行う再生作業や土づくり、作付・加工・販売の試行、必要な施設の整備等の取

組を総合的に支援します。

１．耕作放棄地を再生利用する活動への支援

荒廃した耕作放棄地の再生作業（雑草・雑木の除去、土づくり等）や再生農地へ

の作物の導入、試験販売等の取組を支援します。

２．施設等の整備への支援

耕作放棄地の再生利用に必要な基盤整備（用排水施設の整備等）や農業用機械・

施設、貯蔵施設、農業体験施設等の整備を支援します。

３．附帯事業への支援

引き受け手と受け入れ地域のマッチング、農地利用調整等を支援します。

補助率：定額（再生作業５万円/10a等）、1/2以内等

事業実施主体：耕作放棄地対策協議会

［お問い合わせ先：農村振興局農村計画課 （０３－６７４４－２４４２（直））］
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【交付金の流れ】

【事業メニュー】
① 耕作放棄地を再生利用する活動への支援

ア 再生作業（雑草・雑木の除去等）及び土づくり（肥料、有機質資材の投入等）

・定額支援【５万円/10a】（重機を用いて行う場合等【１／２以内等】）

・土づくり（２年目に必要な場合のみ）【２.５万円/10a】

イ 営農定着（再生農地への作物の導入等）【２.５万円/10a 】

ウ 経営展開（試験販売、実証ほ場の設置・運営等）【定額】

② 施設等の整備への支援
・基盤整備（用排水施設の整備等）、乾燥調整貯蔵施設、集出荷貯蔵施設、

農業体験施設（市民農園等）、農業用機械・施設等の整備 【１／２以内等】

・小規模基盤整備【２.５万円/10a】

③ 附帯事業への支援【定額】
・広域利用調整：都道府県域を越えて行う農地利用調整活動への支援

・交付金執行事務：交付事務、地域における農地利用調整、普及啓発活動等への支援

◇戦略作物等を栽培する場合は、土地所有者による再生作業及び農用地区域外（市街化区域は除

く）における取組についても支援対象

１．事業概要 荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者、農業者組織、
農業参入法人等が行う再生作業や土づくり、作付・加工・販売の試行、必要
な施設の整備等の取組を総合的に支援します。

２．実施主体 耕作放棄地対策協議会（都道府県協議会・地域協議会）
（※地方公共団体、農業団体等により構成）

国
（
農
政
局
等
）

都道府県
協議会

地
域
協
議
会

農業を営む
個人

法人

法人格のな
い団体

基金

平成24年度 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の概要

取
組
主
体

作物の作付け

事業の内容

再生作業荒廃農地
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有明海再生関係事業

【７００(７００）百万円】

対策のポイント

有明海の再生に向けた取組として、魚介類の生息環境の調査や増養殖技術

の開発を推進します。

＜背景／課題＞

・有明海については、依然として、赤潮や貧酸素水塊の発生が見られるなど環境改善が

十分進んでおらず、海域の環境の悪化が危惧されています。

・本年８月には、有明海・八代海再生特措法の改正が行われ、この改正の趣旨を踏まえ、

引き続き漁業者などの意見も聞きながら、有明海の再生に向けた取組を推進します。

政策目標

有明海の再生に向けた取組を推進

＜主な内容＞

１．有明海特産魚介類生息環境調査委託事業

有明海の再生に向けた取組として、有明海特産魚介類の最適な生息環境の調査を

実施します。

３００（３００）百万円

事業実施主体：国

２．有明海漁業振興技術開発事業

有明海の再生に向けた取組として、有明海特産魚介類の有明海域特性に応じた効

率的な増養殖技術の開発を支援します。

４００（４００）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体

お問い合わせ先：

１の事業 農村振興局農地資源課 （０３－６７４４－１７０９（直））

２の事業 水産庁栽培養殖課 （０３－６７４４－２３８５（直））
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被災土地改良区復興支援事業
【復旧・復興対策分１７６百万円】

【うち復興庁計上分１７６百万円】

対策のポイント
被災により経常賦課金の支払いが困難な農家の迅速な営農再開を図るため、

被災土地改良区の機能回復に対する支援を実施します。

＜背景／課題＞

・被災農家の営農再開に向けて、営農に不可欠な土地改良施設を管理し、地区内の農業

用水の配水調整を行っている土地改良区の正常な運営を確保することが必要です。

・しかし、土地改良区は震災により事務所機能に損傷を受けたほか、組合員からの経常

賦課金徴収が困難となっており、その業務運営に支障が生じています。

・このため、土地改良区における業務再開に向けた支援策を講じ、被災農家の負担を軽

減しつつ、復旧・復興に応じた業務運営体制の再構築や農家の意欲を絶やすことなく

迅速かつ安心できる営農再開の実現を図る必要があります。

政策目標

土地改良区の機能回復を図ることにより、早期の営農再開・効

率的な施設管理を確保

＜主な内容＞

被災した農地等を地域とする土地改良区の業務運営の維持や体制の再構築に対して、

営農が再開されるまでの概ね３年間、支援を実施します。

１．業務運営の維持に係る資金借入に対する利子助成（無利子化）

被災した土地改良区の金融機関からの資金借入に伴い生ずる利子に対して助成

（無利子化）します。

２．業務書類・機器等の復旧

震災により喪失した組合員名簿、土地原簿、賦課台帳等の復旧及び損傷を受けた

事務機器の復旧や賦課システムの再構築に対する支援を実施します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体（公募）

お問い合わせ先：

農村振興局土地改良企画課 （０３－３５０２－６００６（直））
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小水力等農村地域資源利活用促進事業
【６９２（０）百万円】

上記のほか復旧・復興対策分６０２百万円
うち復興庁計上分６０２百万円

対策のポイント
農村地域に賦存する未利用資源を最大限活用し、地域主導で再生可能エネ

ルギーを供給する取組を推進します。

＜背景／課題＞

・食と農林漁業の再生推進本部で決定された「我が国の食と農林漁業の再生のための基

本方針・行動計画」において、「エネルギー生産への農山漁村の資源の活用を促進す

る」とされています。

・また、東京電力福島第一原発の事故を契機として、再生可能エネルギーによる自立・

分散型のエネルギー供給システムの実現を図ることが喫緊の課題となっています。

・農山漁村に豊富に存在する未利用資源を活用した再生可能エネルギーを最大限活用す

ることにより、雇用と所得を創出し、農山漁村の活性化につなげていくことが重要で

す。

・土地改良施設等の遊休エネルギーに着目した小水力等再生可能エネルギーの導入を促

進し、農山漁村の新たな付加価値を創出するコミュニティの形成を通じた農村の地域

資源の有効活用と低炭素社会の実現が求められています。

政策目標
発電電力量に占める再生可能エネルギー（大規模水力を除く）

の割合を今後３年間で３倍にし、2020年代初頭の再生可能エネル
ギー比率２０％の実現に貢献

＜主な内容＞

１．小水力等農村地域資源利活用促進事業 ８０百万円
[上記のほか復旧・復興対策６０２百万円]

農村地域において、農業水利施設を活用した地域主導での小水力発電等の整備推

進を行うため、民間団体等の専門的ノウハウを活用した調査設計等の取組への支援

を行います。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：地方公共団体、民間団体

２．小水力等農業水利施設利活用実証支援事業 ６１２百万円
農村地域において、農業水利施設を活用した地域主導での小水力発電等の整備推

進を行うため、低コスト小水力発電施設の導入や地域資源利活用の組合せによる効

率的な低炭素化にかかる実証等の取組への支援を行います。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：農村振興局農村整備官（０３－６７４４－２２０９（直））］
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農村地域における小水力等の利活用状況と課題

○ 農村地域に賦存する未利用資源を最大限活用し、地域主導で再生可能エネルギーを供給する取組
を推進します。

発電電力量に占める再生可能エネルギー（大規模水力を除く。）の割合を今後３年間で
３倍にし、2020年代初頭の再生可能エネルギー比率２０％に貢献。

農村地域に賦存する小水力等の利活用を推進するため、以下の支援を実施

小水力等農村地域資源利活用促進事業の概要

○ 東京電力福島第一原発の事故を契機として、再生可能エ
ネルギーによる自立・分散型のエネルギー供給システム
の実現を図ることが喫緊の課題

○ 農山漁村に豊富に存在する未利用資源を活用した再生可
能エネルギーを最大限活用することにより、雇用と所得
を創出し農山漁村の活性化につなげていくことが重要。

課 題

土地改良施設等の遊休エネルギーに着
目した小水力等再生可能エネルギーの導
入を促進し、農山漁村の新たな付加価値
を創出するコミュニティの形成を通じた
農村の地域資源の有効活用と低炭素社会
を実現。

解 決

【６９２百万円】
上記のほか復旧・復興対策分６０２百万円

うち復興庁計上分６０２百万円

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：地方公共団体、民間団体

農村地域において、農業水利施設を活用した地域主導での小水力発電等の整備推進を行うため、民間団体等の専門的ノ

ウハウを活用した調査設計等の取組への支援を行います。（再生可能エネルギー供給施設の整備は、復旧・復興対策のみ。）

農村地域において、農業水利施設を活用した地域主導での小水力発電等の整備推進を行うため、低コスト小水力発電施
設の導入や地域資源利活用の組合せによる効率的な低炭素化にかかる実証等の取組への支援を行います。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体

農業水利施設に設置した太陽光発電 農業水利施設を活用した小水力発電
農業水利施設に供給する風力発電

安定的な取水、及び施設の安全性確保等のため、流
速を抑える目的で落差工を設け、エネルギーを減勢

落差工に小水力発電施設を設置し、減勢させてい
たエネルギーを有効活用

低落差や小流量で利用可能な低コストの小水力発電施設を実証

１．小水力等農村地域資源利活用促進事業

２．小水力等農業水利施設利活用実証支援事業
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農家負担金軽減支援対策事業
【７，９８２(８，８６４）百万円】

上記のほか復旧・復興対策分１０３百万円

うち復興庁計上分１０３百万円

対策のポイント
土地改良事業等の農家負担金の利子補給、利子助成、無利子貸付を行うこ

とにより、農家負担金の軽減を図り、農地の利用集積等を促進します。

＜背景／課題＞

・農産物の輸入の増加、農産物価格の低下等の影響による農家経営の圧迫により、農業

生産基盤の整備を行い農業の生産性の向上に資する土地改良事業の農家負担金の計画

的な償還が困難な地域が生じており、土地改良事業の円滑な推進の支障となっていま

す。

・このため、土地改良事業等の円滑な推進を図るとともに事業を契機とした意欲と能力

のある経営体への農地集積等に取り組む地域に対し農家負担金の軽減対策を実施しま

す。

政策目標

平成27年度までに対象地域の農地利用集積率を一定以上向上

＜主な内容＞

○ 土地改良事業の農家負担金の軽減を図るため、以下の支援を実施します。

（１）意欲と能力のある経営体に一定以上の農用地の利用集積を図る場合に、土地改良

区又は借入主体に対して償還金の一部に充てる資金を無利子で貸し付けます。

（２）意欲と能力のある経営体に一定以上の農用地の利用集積等の要件を達成できると

見込まれる地域に対し償還金の利子相当額を平成27年度まで助成します。

（３）土地改良区等に対して、災害により被災した農用地又は土地改良施設等の受益地

に係る償還金の利子相当額を助成します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：農村振興局農地資源課 （０３－３５０２－６２７７（直））］
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農業農村整備事業（公共）
【２１２，９３９（２１２，９３９）百万円】

上記のほか復旧・復興対策分２５，５４０百万円
うち復興庁計上分９，８９１百万円

対策のポイント
「農地」と「水」を最大限に活用し、農業生産力の強化と、安心・安全な

農村づくりを実現します。

＜背景／課題＞
・食と農林漁業の再生推進本部で決定された「我が国の食と農林漁業の再生のための基

本方針・行動計画」において、農地集積の加速化や農業の高付加価値化等による我が
国農業の体質強化、農業水利施設の改修・整備等による「震災に強い農林水産インフ
ラの構築」を目指すこととしています。

・農地集積を加速化するに当たっては、不整形、区画狭小などの未整備農地が経営規模拡
大の障害となっています。また、整備済み水田（全体の約６割）においても、その３分の
１は排水不良であり、麦・大豆の生産に不可欠な排水改良が今後とも必要です。

・農業水利施設の保全管理・整備については、厳しい財政状況の下で、ストックマネジ
メントの導入による長寿命化や地域ニーズに応じた弾力的な整備等コスト縮減を図り
つつ実施してきていますが、年間500程度の基幹的農業水利施設が耐用年数を超過し
ており、特に、総資産額7.7兆円の国営造成施設については、老朽化のため早期の改
修が必要な施設が今後10年間に2兆円に達する見込みです。また、施設の老朽化に伴
い、突発事故件数も増加傾向にあることから、引き続き、施設の防災・減災対策を推
進する必要があります。

・また、東日本大震災の教訓を踏まえ、農業水利施設の耐震化対策や、地域コミュニテ
ィを尊重した地域資源の保全管理などによる安心・安全な農村づくり、地産地消型の
農村エネルギー社会の構築に取り組みます。

政策目標
○土地利用型農業について、平地で20～30ha、中山間地域で10～
20haの規模の経営体が大宗を占める構造を目指す（平成28年度）

○基幹的水利施設の適時適切な補修や更新等を通じた全国約170万
haの水田及び約40万haの畑への用水の安定供給

○湛水被害等の災害が発生するおそれのある農用地を約10万ha減
少（平成27年度）

＜主な内容＞

１．担い手への農地集積を促す基盤づくりの推進
（１）農地の大区画化・汎用化や農業水利施設の整備の推進

大規模経営体が大宗を占める構造の実現に資するため、土地利用型農業の経営
規模拡大に不可欠な農地の大区画化・汎用化や農業水利施設の整備を推進します。
戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業（公共）２５，３１８（２６，２０９）百万円

補助率：１／２等
事業実施主体：都道府県、事業指定法人

国営農地再編整備事業等（公共）８，６４６（８，２９０）百万円
国庫負担率：２／３等

事業実施主体：国
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（２）きめ細かな基盤整備による農業の体質強化（関連施策）
すでに農地の区画が整備されている地域等において、畦畔除去等による区画拡大

や老朽施設の更新等をきめ細かく実施します。
農業体質強化基盤整備促進事業 ２２，０００（０）百万円

補助率：定額、１／２等
事業実施主体：都道府県、市町村、農業者等の組織する団体（土地改良区等）

２．農業水利施設の防災・減災対策の強化
（１）ため池等の農業水利施設の耐震化対策の推進

東南海・南海地震等の、大規模地震のおそれの高い地域におけるため池等の農業
水利施設に関して、災害の未然防止のための耐震化対策を実施します。

国営総合農地防災事業（公共） １６，７４３（１６，９７１）百万円の内数
国庫負担率：２／３等

事業実施主体：国
震災対策農業水利施設整備事業（公共） ２，３８２（０）百万円

補助率：１／２等
事業実施主体：都道府県、市町村

（２）国営造成施設における迅速な応急対策等を通じた用水の安定供給の確保
国が造成した基幹的水利施設の突発事故に対する二次被害の防止、軽減のための

迅速な応急対策を実施するとともに、畑地かんがい用水を含めた農業用水の安定供
給を確保します。

国営かんがい排水事業〔国営施設応急対策事業費を含む〕（公共）
１１６,１５９（１１３,３８１）百万円

国庫負担率：２／３等
事業実施主体：国

※ 防災対策のうち、農地の湛水被害等が周辺の公共施設にも及ぶおそれのあ
る地域等における排水路の整備等については、日本再生重点化措置枠として、
重点的に支援します。

（日本再生重点化措置「集中豪雨等による災害防止対策」）

３．新たな主体による「農地」・「水」のリスクマネジメントの推進（関連施策）
（１）水路の長寿命化等高度な保全管理への取組の強化

地域コミュニティを活用した水路等の保全管理、長寿命化等の高度な取組を支援
するとともに、広域で地域資源の保全管理を行うなどの多様な体制を整備します。

農地・水保全管理支払交付金 ２４，６９５（２１，１５９）百万円
うち 向上活動支援交付金（拡充）６，１７５（４，７４０）百万円

補助率：定額
事業実施主体：地域協議会、農業者等の組織する団体 等

（２）きめ細かな基盤整備による農業の体質強化（再掲）

４．小水力等再生可能エネルギーの導入促進（その他施策）
農村地域において、農業水利施設を活用した地域主導での小水力発電等の整備推

進を行うため、民間団体等の専門的ノウハウを活用した調査設計、低コスト発電施
設の導入に向けた実証等を実施します。

小水力等農村地域資源利活用促進事業 ６９２（０）百万円
補助率：定額、１／２等

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体

５．農業水利施設の震災対策【復旧・復興対策】
東日本大震災の余震により損壊のおそれがある農業水利施設の整備を実施すると

ともに、全国を対象に、地震により損壊した場合、第三者に二次被害を及ぼすおそ
れのある農業水利施設の整備等を実施します。

１及び３の事業 農村振興局農地資源課（０３－３５０２－６２５６（直））
２の事業 農村振興局水資源課 （０３－３５０２－６２３２（直））
４の事業 農村振興局農村整備官（０３－３５０２－６０９８（直））
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国営かんがい排水事業（公共）
【１１６，１５９(１１３，３８１）百万円】

上記のほか復旧・復興対策分１７，１８２百万円

うち復興庁計上分９，６２２百万円

対策のポイント
農業生産の基礎となる水利条件を整備（農業用水の確保、農業用水の適期

・適量供給、排水改良）し、水利用の安定と合理化を図ります。

＜背景／課題＞

・戦後整備された農業水利施設の老朽化が急速に進行しており、耐用年数を超過した施
設は年々増加し、突発事故の件数も増加しています。

・総資産額7.7兆円の国営造成施設のうち、老朽化のため早期に改修が必要となる施設
は、今後10年で約4分の1の2兆円に達する見込みです。

・農業生産基盤の保全管理・整備は我が国の農業生産力を支える重要な役割を担うもの
であり、新たな「食料・農業・農村基本計画」の中でも基幹的な水利施設は、我が国
の食料生産に不可欠な基本インフラとして位置付けられています。

・また、それぞれの農業者が創意工夫を活かしながら、農産物の多様な用途・需要に対
応して生産拡大を行い、営農を継続・発展させる努力・取組を支援するよう、基礎的
条件の整備の一環として、畑地かんがい用水を含め、安定的な用水供給の確保が必要
となっています。

政策目標

適時適切な補修や更新等を通じて、基幹的水利施設が有する安

定的な用水供給機能及び良好な排水条件を確保

＜主な内容＞

○ 農業用用排水施設の新設・更新整備
かんがい排水事業は、受益面積の規模に応じて水利施設体系を区分し、国、都道

府県、市町村、土地改良区等が分担して事業を行っています。
このうち、国営かんがい排水事業は、都道府県営を除く基幹的な農業用用排水施

設について、新設又は更新整備を行っています。

具体的には、安定的な用水供給機能及び良好な排水条件を確保するため、用水対
策として頭首工、用水機場、用水路等を、排水対策として排水機場、排水樋門、排
水路等の整備を行います。

事業実施に当たっては、以下の採択基準（基本）を満たすものとなります。

① 受益面積 ３,０００ha以上（畑にあっては１,０００ha以上）
② 末端支配面積 ５００ha以上（畑にあっては １００ha以上）

国庫負担率（基本）：農林水産省 ２／３

北海道・離島７５％

沖縄・奄美 ９０％

事業実施主体：国

［お問い合わせ先：農村振興局水資源課 （０３－６７４４－２２０６（直））］
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特別監視制度（公共）

【国営かんがい排水事業１１６，１５９（１１３，３８１）百万円の内数】

対策のポイント

国が造成した基幹的水利施設等のうち既に機能低下が顕著な施設を対象に、

国が施設機能の監視を行いつつ、災害・事故リスクの高い箇所の補修・補強

等を着実に実施します。

＜背景／課題＞

・新たな食料・農業・農村基本計画の着実な実施により、我が国の食料自給率の向上を

図っていくためには、食料の安定的な生産の基礎となる基幹的水利施設の機能維持が

不可欠です。

・これら基幹的水利施設の相当数は、戦後集中的に整備されてきたことから順次老朽化

が進行し、標準的な耐用年数を超えようとする施設数は年々増加し、突発事故の件数

も増加してきている状況にあります。

・このため、このような基幹的水利施設について国が監視を行い、災害・事故リスクの

高い箇所の補修・補強等を適時実施し、施設の機能維持を最小限の範囲で着実に行い

ます。

政策目標

適時適切な補修や更新等を通じて、基幹的農業水利施設が有する約170万ha

の水田（全国の水田の約7割）及び約40万haの畑（全国の畑の約2割）に対す

る農業用水の安定供給機能等を確保

＜主な内容＞

国が造成した基幹的水利施設等のうち施設機能診断等の結果に基づき、既に機能低下

が顕著であるとされた施設を対象に、国が施設機能の監視を行いつつ、補修・補強等を

災害・事故リスクの高い箇所から適時実施することにより、必要最小限の範囲で施設の

機能維持を図ります。

国庫負担率：（基本）農林水産省２／３、北海道

・離島７５％、沖縄・奄美９０％

事業実施主体：国

［お問い合わせ先：農村振興局水資源課 （０３－６７４４－１３６３（直））］
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国営施設機能保全事業（公共）
【国営かんがい排水事業１１６，１５９（１１３，３８１）百万円の内数】

対策のポイント
国が造成した基幹的水利施設等を対象に、施設の機能を長期にわたり保全

する長寿命化対策として、補修・補強等を着実に実施します。

＜背景／課題＞

・ 食料の安定的な生産の基礎となる基幹的水利施設の相当数は、戦後集中的に整備さ

れてきたことから順次老朽化が進行し、総資産額７．７兆円の国営造成施設のうち、

老朽化のため早期に改修が必要となる施設は、今後10年で約４分の１の２兆円に達す

ると想定されています。

・ このような状況の中、新たな「食料・農業・農村基本計画」において、基幹的水利

施設については、「国民の食料を支える基本インフラの戦略的な保全管理を推進する」

とされたことから、その具体化を図るため、国が造成した施設の機能を長期にわたり

保全する長寿命化対策として、早期からの施設機能診断に基づく、補修・補強等を着

実に実施します。

・ このことにより、国が造成した基幹的水利施設等の安定的な機能の発揮、施設のラ

イフサイクルコストの低減が図られ、また、それに伴う農家負担軽減の効果が得られ

ます。

政策目標
適時適切な補修や更新等を通じて、基幹的農業水利施設が有する約170万ha

の水田（全国の水田の約7割）及び約40万haの畑（全国の畑の約2割）に対す

る農業用水の安定供給機能等を確保

＜主な内容＞

国が造成した基幹的水利施設等を対象に、造成した施設の機能を長期にわたり保全す

る長寿命化対策として、

① 国が機能診断を行うとともに施設の長寿命化に資する計画（施設長寿命化計画）を

策定し、

② 策定された施設長寿命化計画に基づき、補修・補強等を実施

します。

国庫負担率：①について １０／１０

②について （基本）農林水産省２／３、

北海道・離島７５％、沖縄

・奄美９０％

事業実施主体：国

［お問い合わせ先：農村振興局水資源課 （０３－６７４４－１３６３（直））］
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国営施設応急対策事業（公共）
【国営かんがい排水事業１１６，１５９（１１３，３８１）百万円の内数】

対策のポイント
国が造成した基幹的水利施設を対象に、不測の事故が発生した場合の二次

被害の防止等に必要な初動対応を応急対策として実施した上で、補修・補強

までの対策を国営土地改良事業として実施します。

＜背景／課題＞

・ 基幹的水利施設は、我が国の食料生産に不可欠な基本インフラですが、国及び地方

の財政状況のひっ迫により、老朽化に起因する突発事故の発生件数は増加傾向にあり

ます。

・ このような状況の中、「食料・農業・農村基本計画（平成22年３月閣議決定）」にお

いて、「リスク管理を行いつつ、施設のライフサイクルコストを低減し、施設機能の

監視・診断、補修、更新等を機動的かつ確実に行う新しい戦略的な保全管理を推進す

る」こと、また、「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画（平成2

3年10月食と農林漁業の再生推進本部決定）」において、「防災・減災の観点から全国

的なインフラ整備を見直す。」こととされたところです。

・ このようなことから、国が造成した施設の機能を長期にわたり保全する長寿命化対

策とあわせ、当面の間、基幹的水利施設のリスク管理の充実を図るための対策として、

国と都道府県等の一定の合意の下、不測の事故に対する的確な初動対応を応急対策と

して実施した上で、補修・補強までを国営土地改良事業として実施する国営施設応急

対策事業を創設します。

政策目標
適時適切な補修や更新等を通じて、基幹的農業水利施設が有する約170万ha

の水田（全国の水田の約7割）及び約40万haの畑（全国の畑の約2割）に対す

る農業用水の安定供給機能等を確保

＜主な内容＞

国が造成した基幹的水利施設を対象に、不測の事故が発生した場合に、

① 原因究明、施設全体のリスク把握調査を実施

② 都道府県からの申請に基づき、二次被害の防止等、最低限必要な範囲・内容を応急

対策として実施

③ 原因究明の結果等を踏まえ、施設の補修・補強を国営土地改良事業として実施

します。

国庫負担率：①について 定額

②、③について農林水産省２／３、北海道

・離島７５％、沖縄・

奄美９０％

事業実施主体：国

［お問い合わせ先：農村振興局水資源課 （０３－６７４４－１３６３（直））］
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国営農地再編整備事業（公共）
【８，６４６(８，２９０）百万円】

上記のほか復旧・復興対策分２，７００百万円

うち復興庁計上分０百万円

対策のポイント

農地の区画整理や排水対策等の生産基盤整備を広域的かつ計画的に行い、

麦・大豆等の生産拡大や農地の集積及び地域農業の展開方向に即した農業構

造の実現等を図ります。

＜背景/課題＞

・食と農林漁業の再生推進本部で決定された「我が国の食と農林漁業の再生のための基

本方針・行動計画」において、農地集積の加速化や農業の高付加価値化等によって、

我が国農業の体質を強化することを目指しています。

・過疎化・高齢化の進行等に伴う農用地の利用率の低下や遊休化が増加している地域に

おいて、農地の大区画化や排水対策等の生産基盤の整備を行うとともに、農用地の流

動化及び土地利用の調整による農地の集積を図り、効率的かつ安定的な農業経営の展

開を推進することが重要です。

政策目標

・水田の有効活用による麦・大豆等の生産拡大

・意欲ある多様な農業者への農地集積

＜主な内容＞

１．中山間地域等において、次の事業を実施します。

・基幹事業：区画整理、開畑（水田転換を含む）、ため池等整備、農地保全整備

・併せ行う事業：農業用用排水施設整備

（採択要件）

・基幹事業の受益面積が４００ha以上（但し、区画整理及び開畑で２／３以上）等

２．耕作放棄地及び耕作放棄のおそれのある農地を一定割合（１０％）以上含む地域にお

いて、次の事業を実施します。

・基幹事業：区画整理

・併せ行う事業：農業用用排水施設整備、ため池整備、農地保全施設整備、

暗きょ排水、客土、農用地の改良又は保全

（採択要件）

・受益面積が４００ha以上（但し、基幹事業２００ha以上）等

国庫負担率：内地２／３、北海道７５％

事業実施主体：国

［お問い合わせ先：農村振興局農地資源課 （０３－６７４４－２２０７（直））］
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国営総合農地防災事業（公共）
【１６，７４３(１６，９７１）百万円】

上記のほか復旧・復興対策分１，５００百万円

うち復興庁計上分０百万円

対策のポイント
自然的・社会的な状況の変化に起因した農用地・農業用施設の機能低下や

災害発生のおそれに対処するために、農業用用排水施設等を整備し、施設の

機能回復や災害の未然防止を図ります。

＜背景／課題＞

・近年、大規模な地震や集中豪雨が頻発しており、今後も多くの災害の発生が危惧され

ています。

・農村の都市化・混住化により、流域開発等による農用地への湛水被害の増大、生活雑

排水等の流入による農業用水の水質汚濁、地下水の汲み上げによる地盤沈下等が発生

しています。

・また、「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」（平成23年10月決

定）において、地震によって損壊のおそれのある農業用用排水施設の改修・整備等を

重点的に推進するとされたところです。

・このため、農業用用排水施設等を整備し、施設の機能回復や必要な耐震化を行い、災

害の未然防止を図る必要があります。

政策目標

湛水被害等の災害が発生するおそれのある農用地を平成27年度までに約

10万ha減少

＜主な内容＞ （以下 は拡充内容）

湛水被害や水質汚濁、地盤沈下等による障害などに対応し、施設の機能回復や災害の

未然防止を図るため、ダム、頭首工、幹線用排水路、排水機場、ため池、泥炭地などの

農用地等の整備を行います。

また、大規模地震のおそれのある地域において、必要な耐震性を有していない農業用

用排水施設の耐震化対策を実施します。

事業実施にあたっては、以下の採択基準を満たすものとなります。

① 受益面積（基本） ３，０００ha以上

② 末端支配面積（基本） ３００ha以上

国庫負担率：農林水産省２／３、北海道７５％

事業実施主体：国

［お問い合わせ先：農村振興局防災課（０３-３５０２-６４３０（直））］
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戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業
【２５，３１８(２６，２０９）百万円】

上記のほか復旧・復興対策分６１５百万円

うち復興庁計上分０百万円

対策のポイント
農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等を行うとともに、農地

集積による大規模経営体の育成を推進します。

＜背景／課題＞

・食と農林漁業の再生推進本部で決定された「我が国の食と農林漁業の再生のための基本

方針・行動計画」において、農地集積の加速化や農業の高付加価値化等によって、我が

国農業の体質を強化することを目指しています。

・このためには、大規模農業地域において、農業生産性を飛躍的に向上させる大区画化・

汎用化等の農地の整備や農業水利施設の整備を推進する必要があります。

・また、これら農地・農業水利施設の整備を進め、農業者戸別所得補償制度等の生産・経

営関係施策との相乗効果を発現することが重要です。

政策目標
○基盤整備の実施により対象農地の耕地利用率を平成27年度までに108%以上

に向上

○水田の汎用化のための整備により対象農地での麦・大豆の作付率を平成27

年度までに17%以上に向上

＜主な内容＞

国営事業等によって形成された大規模農業地域であって、かつ、戦略作物の生産拡大

や耕地利用率の向上等に取り組む地区を対象として、農地・農業水利施設の整備を実施

します。

・農地整備

・草地畜産基盤整備

・水利施設整備

・農地防災

補助率：50%等

事業実施主体：都道府県、事業指定法人

［お問い合わせ先：農村振興局農地資源課 （０３－６７４４－２２０８（直））］
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特定地域振興生産基盤整備事業（公共）
【７，２３７（６，８３２）百万円】

対策のポイント
沖縄、奄美、離島地域において、地域の基幹産業である農業の生産力を支

える生産基盤の整備を実施します。

＜背景／課題＞

・島しょ地域における産業は、その地理的条件等から農業を始めとする第１次産業が基

幹産業となっています。

・しかしながら、島しょ地域では水源が乏しく、農業は干ばつ被害を受けやすいことか

ら、国営土地改良事業等により水源の整備を実施してきているところです。

・農業用水を確保し、生産性向上を図るための農業生産基盤の整備は、島しょ地域の農

業生産力を支える重要な役割を担うものであり、これが農業を基幹産業とする島しょ

地域の経済を下支えする役割を担っています。

・このため、島しょ地域における生産基盤の整備を機動的かつ効率的に実施します。

政策目標

農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備

＜主な内容＞

○島しょ地域における農業に必要な基盤の整備・保全

自然条件等により恒常的な農業用水の不足が生じ、干ばつ被害を受け易い島しょ

地域において、地域の基幹産業である農業の生産力を支える農業用用排水施設、区

画整理等の基盤の整備・保全等を実施します。

補助率：５０％等

事業実施主体：都道府県、事業指定法人

［お問い合わせ先：農村振興局水資源課 （０３－３５０２－６２４６（直））］

-37-



震災対策農業水利施設整備事業
【２，３８２(０）百万円】

上記のほか復旧・復興対策分３７５百万円

うち復興庁計上分０百万円

対策のポイント
農業水利施設の耐震性について点検・調査を実施するとともに、地震によ

り損壊のおそれのある農業水利施設の整備を実施することで災害の未然防止

を図ります。

＜背景／課題＞

・近年、大規模な地震が頻発しており、今後も多くの災害の発生が危惧されています。

・東日本大震災では、東北地方を中心にため池や排水機場などの農業水利施設が被災し、

ため池が決壊したことにより農用地、農業用施設への被害だけでなく、地域住民の生

命、財産等にも甚大な被害が発生しています。

・こうした中、「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」（平成23年

10月決定）において、地震によって損壊のおそれのある農業水利施設の改修・整備等

を重点的に推進するとされたところです。

・このため、農業水利施設にあっては、早急に耐震性を把握するとともに、必要な整備

を実施することで災害の未然防止を図る必要があります。

政策目標

湛水被害等の災害が発生するおそれのある農用地を平成27年度までに約10万ha減少

＜主な内容＞

大規模地震発生のおそれのある地域において、地震による被災の影響が大きい農業水

利施設の耐震性の点検・調査を実施します。また、地震により施設の損壊のおそれがあ

るなど必要な耐震性を有していない農業水利施設の整備を実施します。

補助率：１／２、５５％

事業実施主体：都道府県、市町村

［お問い合わせ先：農村振興局防災課 （０３－６７４４－２２１０（直））］
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農山漁村地域復興基盤総合整備事業（公共）
（東日本大震災復興交付金）

対策のポイント
被災した農山漁村地域の復興のため、農地・宅地の一体的な整備など多様

なニーズに対応した事業を総合的に実施します。

＜背景／課題＞

・東日本大震災により、農漁村集落や農地等が壊滅し尊い人命や貴重な財産が失われた。

被災集落においては、一刻も早い安全で安心な暮らしの再生が必要であります。

・このため、被災した農山漁村地域において、復興に必要な農地・農業用施設等の生産

基盤、集落排水施設等の集落基盤等の整備を総合的に実施するとともに、農地・宅地

の一体的な整備など被災地域の多様なニーズに対応した事業を行う必要があります。

政策目標
被災した農山漁村集落や農地・農業用施設等の速やかな復興整備

＜主な内容＞

１．都道府県、市町村又は民間団体は、復興整備実施計画（仮称）を作成できま

す。

２．以下の事業を実施することができます。

①農業農村整備事業

ほ場整備、農用地開発、農業用用排水施設整備、農道整備、農業集落道整備、

営農飲雑用水施設整備、農業集落排水施設整備、農業施設等用地整備、草地畜産

基盤整備等

②森林整備事業

森林環境保全整備、森林居住環境整備

③漁港環境整備事業

漁港環境整備

補助率：定額、５／１０、５５％等

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体

お問い合わせ先：

①の事業 農村振興局農村整備官 （０３－６７４４－２２０９（直））

②の事業 林野庁整備課 （０３－６７４４－２３０３（直））

③の事業 水産庁計画課 （０３－３５０２－８４９１（直））
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農山漁村地域整備交付金（公共）
【９，６１４(３１，７６１）百万円】

上記のほか復旧・復興対策分５７７百万円

うち復興庁計上分３５０百万円

対策のポイント
・自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、地域の自主性と

創意工夫による農山漁村地域の整備を推進します。

・震災の教訓を踏まえ、今後発生しうる大規模地震により損壊のおそれがある

農業水利施設の耐震化対策、津波被害に対する海岸保全施設の緊急整備を

実施します。

＜背景／課題＞

・食と農林漁業の再生推進本部で決定された「我が国の食と農林漁業の再生のための基

本方針・行動計画」において、持続可能な力強い農業の実現、森林・林業及び水産業

の再生を図るとされたところです。

・このため、都道府県の裁量による地区間や農業農村、森林、水産の事業間の流用及び

年度間の融通が可能な地方の自主性を尊重した交付金制度をとることにより、事業の

効率的な実施と国の政策目標の効果的な実現を図っていく必要があります。

・また、震災の教訓を踏まえ、地震によって損壊のおそれのある農業水利施設の耐震化

対策及び津波被害に対する海岸保全施設の緊急整備に取り組む必要があります。

政策目標

○耕地利用率を108％以上に向上、約170万haの水田及び約40万ha

の畑に対する農業用水の安定供給機能の確保等

○京都議定書の森林吸収目標1,300万炭素トンの達成に必要な路網

の整備等

○水産環境整備により水産資源を回復等

＜主な内容＞

１．都道府県又は市町村は、農山漁村地域整備の目標等を記載した農山漁村地域

整備計画を策定し、これに基づき事業を実施します。

２．農業農村、森林、水産の各分野における食料自給率の向上、森林吸収源対策

等に特に寄与度の大きい以下の整備を選択できるとともに、これと一体となっ

て事業効果を高めるために必要な効果促進事業を実施することができます。
農業農村分野：農用地整備、農業用用排水施設整備等

森 林 分 野：路網整備、予防治山等

水 産 分 野：漁港漁場整備、海岸保全施設整備等

３．国から都道府県に交付金を交付し、都道府県は自らの裁量により地区毎に配

分できます。また、都道府県の裁量で地区間の融通が可能です。
（水産分野の一部事業については、市町村への直接交付も可能。）
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４．地域の創意工夫を生かした復興、防災対策を実施します。【復旧・復興対策】
水 産 分 野：津波被害に対する海岸保全施設の緊急整備（被災地対策）

農業農村分野：農業水利施設の耐震化対策（全国防災対策）

お問い合わせ先：

農業農村分野に関すること 農村振興局農村整備官（03-6744-2200（直））

森林分野に関すること 林野庁計画課 （03-3501-3842（直））

水産分野に関すること 水産庁計画課 （03-3502-8491（直））
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災害復旧事業（農地・農業用施設等）（公共）
【７，９９３(７，９３５）百万円】

上記のほか復旧・復興対策分６，３９０百万円

うち復興庁計上分６，３９０百万円

対策のポイント

地震、豪雨等により被災した農地・農業用施設及び海岸保全施設等を早期

に復旧するため災害復旧事業を実施します。

＜災害をめぐる現状＞

・我が国は、国土の自然的、地理的条件から、暴風、洪水、高潮、地震等の災害をきわ

めて受けやすい状況下にあり、毎年多くの災害が発生しています。

・東日本大震災により被災した農業地域をはじめ、農業の維持と農業経営の安定を図り、

さらには国土の保全並びに農村地域の安全性の向上を図るため、早期復旧が求められてい

ます。

政策目標

適切かつ速やかな災害復旧の実施

＜主な内容＞

（１）直轄農業用施設災害復旧事業 １３９（１３９）百万円

国が実施する土地改良事業により造成された農業用施設（ダム、頭首工、用･

排水機場、水路、農道、橋梁等）の災害復旧を実施します。

国庫負担率：農林水産省65/100、北海道・離島・奄美85/100、沖縄90/100

（但し、農家１戸当たりの事業費により負担率の嵩上げ制度あり。）

事業実施主体：国

（２）直轄地すべり防止施設災害復旧事業 １３（１３）百万円

地すべり等防止法の規定に基づき農林水産大臣が施行する直轄地すべり防止施

設（排水施設、擁壁、土留工等）の災害復旧を実施します。

国庫負担率：農林水産省２/３、北海道４/５

（但し、当該地方公共団体の標準税収入との割合により負担率の嵩上げ制度あり。）

事業実施主体：国
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（３）農業用施設災害復旧事業 ４，８８９（６，０７７）百万円

上記のほか復旧・復興対策分：５，７８８百万円

農業用施設（ダム、ため池、頭首工、用･排水機場、水路、農道、橋梁、農地

保全施設等）の災害復旧を実施します。

補助率：農林水産省・北海道・離島・奄美65/100、沖縄80/100

（但し、農家１戸当たりの事業費により補助率の嵩上げ制度あり。また、

激甚災害に指定された場合、激甚法による補助率の嵩上げ制度あり。 ）

事業実施主体：都道府県、市町村、土地改良区等

（４）農地災害復旧事業 ２，９０３（１，６６１）百万円

上記のほか復旧・復興対策分：６百万円

農地（水田、畑等）の災害復旧を実施します。

補助率：農林水産省・北海道・離島・奄美50/100、沖縄80/100

（但し、農家１戸当たりの事業費により補助率の嵩上げ制度あり。また、

激甚災害に指定された場合、激甚法による補助率の嵩上げ制度あり。 ）

事業実施主体：都道府県、市町村、土地改良区等

（５）海岸保全施設等災害復旧事業 ４９（４５）百万円

上記のほか復旧・復興対策分：５９６百万円

「海岸法（昭和31年法律第101号）」により指定されている海岸保全区域におい

て、農地の保全に係る海岸保全施設（堤防、護岸、突堤等）の災害復旧を実施し

ます。

「地すべり等防止法（昭和33年法律30号）」により指定されている地すべり防

止区域において、農地の保全に係る地すべり防止施設（排水施設、擁壁、土留工

等）の災害復旧を実施します。

補助率：農林水産省２/３、北海道・離島・奄美・沖縄４/５

（但し、当該地方公共団体の標準税収入との割合により負担率の嵩上げ制度あり。

また、激甚災害に指定された場合、激甚法による補助率の嵩上げ制度あり。）

事業実施主体：都道府県、市町村

［お問い合わせ先：農村振興局防災課（０３-６７４４-２２１１（直））］
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災害関連事業（農地・農業用施設等）（公共）
【１７０(２２８）百万円】

上記のほか復旧・復興対策分１０６百万円

うち復興庁計上分１０６百万円

対策のポイント
災害復旧事業と併せた再度災害防止に係る残存施設等の改築又は補強等を

行います。

＜災害をめぐる現状＞

・我が国は、国土の自然的、地理的条件から、暴風、洪水、高潮、地震等の災害をきわ

めて受けやすい状況下にあり、毎年多くの災害が発生しています。

・東日本大震災により被災した農業地域をはじめ、農業の維持と農業経営の安定を図り、

さらには国土の保全並びに農村地域の安全性の向上を図るため、再度災害の恐れがあ

る場合は、災害復旧事業に併せた隣接残存施設等の改築又は補強等が求められていま

す。

政策目標

災害復旧と併せた再度災害等の防止及び速やかな災害復旧の実施

＜主な内容＞

災害復旧事業に併せた再度災害防止に係る残存施設等の改築又は補強、緊急に地すべ

り防止工事が必要となった場合の地すべり防止工事及び農村生活環境施設等の復旧を行

います。

○直轄地すべり対策災害関連緊急事業

○農業用施設災害関連事業

○ため池災害関連特別対策事業

○特殊地下壕対策事業

○農地災害関連区画整備事業

○海岸保全施設等災害関連事業

○災害関連農村生活環境施設復旧事業

○災害関連緊急地すべり対策事業

○災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業

国庫負担率、補助率：２/３、１/２等

事業実施主体：国、地方公共団体等

［お問い合わせ先：農村振興局防災課（０３-６７４４-２２１１（直））］
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除塩事業（公共）
【８９１(０）百万円】

上記のほか復旧・復興対策分２４９百万円

うち復興庁計上分２４９百万円

対策のポイント
津波により、塩害等の被害を受けた農地の除塩事業を早期に実施します。

＜被災をめぐる現状＞

・東日本大震災に伴う津波により、海水が農用地に侵入し、塩害等の甚大な被害が発生

しています。

・塩害対策については、地域農業の再生、我が国の食料供給力の回復を図るため、早急

な取り組みが求められています。

政策目標

被災した農地の塩害の速やかな除去

＜主な内容＞

（１）直轄除塩事業

農地が受けた塩害を除去するために、国がかんがい排水施設の設置又は変更、揚

排水機による揚水又は排水、排土、客土、石灰等の施用及び耕起・砕土を実施し

ます。

９５１（０）百万円

国庫負担率：９/１０

事業実施主体：国

（２）除塩事業

農地が受けた塩害を除去するために、かんがい排水施設の設置又は変更、揚排水

機による揚水又は排水、排土、客土、石灰等の施用及び耕起・砕土を実施します。

１８９（０）百万円

補助率：９/１０

事業実施主体：都道府県、市町村、土地改良区

［お問い合わせ先：農村振興局防災課 （０３－６７４４－２２１１（直））］
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海岸事業（農地海岸）（公共）
【３，２０７(３，２８４）百万円】

対策のポイント
本事業は、海岸法に基づき、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動

による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の

海岸の適正な利用を図り、もって国土を保全することを目的として、海岸保

全施設の整備を推進します。

＜背景／課題＞

・農地海岸の背後には、津波や高潮被害から十分な安全性が確保されていない２万haを

超える農地等があり、さらに、大規模地震の切迫や地球温暖化に伴う海面上昇、台風

激化など災害リスクが一層増大しています。このため、海岸事業により沿岸の優良農

地等を災害から守り、食料の国内生産の確保を図るとともに、国民の生命、財産等の

安全・安心を確保していく必要があります。

政策目標
津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保されていない農地等

の面積を約１万ha減少

＜主な内容＞

国土保全上特に重要な海岸について、主務大臣が海岸管理者に代わって、自ら海岸保

全施設の新設・改良を行います。

直轄海岸保全施設整備事業 ３，１９７（３，１７９）百万円

補助率：２／３等

事業実施主体：国

［お問い合わせ先：農村振興局防災課（０３-６７４４-２１９９（直））］
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